
階層①

【税の軽減額の計算方法】

　【所得税】 次の金額が軽減されます

（年間寄附額－2,000円）×所得税率

　・軽減には下限額（軽減対象外）があります

　【個人住民税】次の①＋②の額が軽減されます 寄附金の2,000円を超える部分が税で軽減されます

 ①基本分 （年間寄附額－2,000円）×10% 　・軽減には上限もあります

＋ 上限は個人住民税所得割の10%が目安となります

 ②特例分（年間寄附額－2,000円）×（90%－所得税率）

※②は、個人住民税所得割の10%を限度

【軽減額計算の具体例】

給与収入700万円、夫婦・子2人、個人住民税30万円、所得税率10%、寄附金3万円の場合

　所得税で軽減される部分2,800円

②住民税の特例軽減分22,400円

①住民税の基本軽減分2,800円

ふるさと制度を悪用した犯罪には、十分ご注意下さい
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2,000円となります

寄附金3万円

軽減対象 2万8千円

ただし、寄附金が個人住民税所得割
の10%を上回る場合は、自己負担額
が増加しますのでご留意下さい

「ふるさと」や「応援したいまち」に寄附をすると住民税などが軽減されます

実質的な負担額（自己負担）は

内 訳 

 
 ・軽減額の上限は個人住民税 

 所得割の10％が目安です 

・寄附金の2,000円を超える 

 部分が軽減されます 


